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　　各　位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホクレン農業協同組合連合会  

令和３年度 指名登録について
　
　拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　日頃、弊会の業務推進に当たりましては、特段のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。
　さて、弊会では隔年毎に入札（見積）参加に係わる指名登録願の受付を実施いたしております。
つきましては、令和３年度の受付を下記により行いますのでご希望の方は関係書類を提出されますようご案内申し上げます。
敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．登録者の条件
　　本指名登録は、ホクレン農業協同組合連合会が直接発注する施設又は工作物の建設（納入）、改修などに関するもので、登録受付資格は、建設業法に基づく知事又は国土交通大臣の許可を受けた法人であることが条件です。
　　※ 注　ｱ.　設計（事務所）や、測量、地質調査の業種は除きます。
　　　　　 ｲ.　物品に関する業種は受け付けていませんのでご注意願います。
２．登録できる工事の種別
　　「土木一式工事」「建築一式工事」「電気工事」「管工事」「機械器具設置工事」の他に、
　その他の工事として、「屋根」「タイル・れんが・ブロック」「鋼構造物」「ほ装」「塗装」
　「防水」「熱絶縁」「造園」「さく井」「消防施設」「解体」の１６種類です。
３．登録業種の限定
　　登録申請業種は、上記２．の中から貴社の主力業種である２業種以内に限定します。
４．登録に必要な提出書類
　　提出書類は、市町村などに提出するものと同じ様式と、ホクレン独自の様式の両方を下記の
⑪、①～⑩の順にファイルに綴り送付願います。（ファイルはどのようなものでも可）
※⑪の受理票について、ファイルの一番上に綴ってください。
尚、ホクレン独自の様式は、ホクレンホームページのニュースリリースからダウンロードできます。
なお、今年度から⑪（ホクレン独自の様式）が様式変更になり、申請書類の問い合わせ先の記入欄が追加になりました。
＜提出書類＞
1 令和３年度工事請負業者登録願（ホクレン独自の様式）＊Ａ４サイズ
2 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写）
　　　　※　直近の決算時の通知書の写し
③　ホクレン工事指図書・発注書一覧表（ホクレン独自の様式）
　　　　※　ホクレンの施設又は工作物の直近２ケ年（平成30，令和元度 引渡基準）の平均工事
　　　　　　高
　　　　※　ホクレンとの契約時の工事指図書（写）、発注書（写）を添付してください。
　④　建設工事等競争入札参加資格審査申請書（市町村様式）
　　　　宛て名は「ホクレン農業協同組合連合会」と記入してください。
　⑤　工事経歴書（市町村様式）
　　　　直近２ケ年分とし、各年２頁程度とします。但し、それ以上に件数がある場合は、最終　　　頁の下段に他○○件、○○円とし合計を記入してください。
　　　　※　独自の様式で既に作成済みのものがある場合は、それを添付してください。
　⑥　技術者名簿（市町村様式）
　　　　２頁程度とし、それ以上になる場合は最終頁の下段に他１級○○名、○○、○○名とし、　　　合計を記入してください。
　　　　※　独自の様式で既に作成済みのものがある場合は、それを添付してください。
　⑦　登記簿謄本（写）
　　　　法人以外の個人経営は受け付けいたしません。
　⑧　建設業等許可証明書（写）又は通知書（写）
　⑨　納税証明書（写）（未納のないことの証明）
　　　　直近１ケ年分の「法人税（国税）」又は「法人事業税（道税）」のいずれか１部の写し　　　とします。
　⑩　当該受付期間中の指名停止処分の有無（様式は任意）
　⑪　受理票（ホクレン独自の様式）
　　　※問い合わせ先（担当者）について、記入願います。
５．有効期間　令和３(2021)年４月１日から令和５(2023)年３月３１日まで
６．申請書類送付先　ホクレン農業協同組合連合会 
１）本所（札幌市中央区北４条西１丁目）
　　　６階　資材事業本部　施設資材部　施設課  
　　　５階　てん菜事業本部　てん菜企画課  
　２）函館支所（函館市宮前町３３番１３号）　生産資材課
　３）倶知安支所（虻田郡俱知安町南３条西３丁目１番地）　生産資材課
　４）苫小牧支所（苫小牧市若草町５丁目５番３号）　生産資材課
　５）岩見沢支所（岩見沢市５条西５丁目２番１号）　施設資材課
　６）留萌支所（留萌市末広町２丁目４番１２号　留萌農業会館内）　生産資材課
　７）旭川支所（旭川市宮下通４丁目２番５号　ＪＡ上川ビル）　施設資材課
　８）稚内支所（稚内市末広４丁目２番３１号　宗谷農業会館内）　生産資材課
　９）帯広支所（帯広市西３条南７丁目１４番地）　施設資材課
　10）北見支所（北見市とん田東町６１７番地）　施設資材課
　11）釧路支所（釧路市黒金長１２丁目１０番地）　生産資材課
　12）中標津支所（標津郡中標津町東６条南１丁目２番地）　生産資材課
　13）中斜里製糖工場（斜里郡斜里町字川上１１１番地）　業務課
　14）清水製糖工場（上川郡清水町字清水第１線７１番地の１）　業務課
　15）女満別種子工場（網走郡大空町女満別西１条１丁目３番１号）　業務課
　　※　受付については、新型コロナウイルス感染対策のため郵送のみとします。なお、道外分
の受付については、本所へ送付願います。 
　　　 (注) 問い合わせは、
指名登録全般　文書管財課 ＴＥＬ（０１１）２３２-６１１８ 酒井、大櫛
提出書類関係　施　設　課 ＴＥＬ（０１１）２３２-６１６５ 井山、串田
７．提出部数 ： １ 部（⑪、①～⑩の順にファイルに綴り込んでください。）    
　　　　　　　　　※ ファイルの背表紙に貴社名を記入願います。
　　　　　　　　　※ 郵送する際、封筒に「令和3年度　工事請負業者登録願　在中」と記載
願います。

８．受付期間：令和3年 1月6日(水) ～ 1月22日(金)まで
　　　　　　　　　※　上記期間以外は受付けできませんのでご承知願います。
　　　　　　　　　※　審査結果はお知らせしていません。ご了承願います。
　　　　　　　　　※　締め切りは、1月22日（金）　必着とします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以  上
